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❏長野県飲食業生活衛生同業組合 

○非営利法人で、長野県知事の認可団体。昭和 51年に設立。 

○国の管轄は厚生労働省・健康局・生活衛生課。 

○設立当初の名称、長野県飲食業環境衛生同業組合（略称：環同）から、平成 12 年の法改正に従い、

環境衛生から生活衛生に変更（略称：生同）。略称が飲食の組合ということが分りにくかったため、

平成 12年に「飲食生同」と親しみやすい名称に変更。 

 

❏生活衛生同業組合 

○生活衛生同業組合とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づいて政令

で定められている「生活衛生関係営業」ごとに設立されている組合です。 

○各都道府県に１業種 1団体のみしか組織できません。 

○それを束ねる中央組織として「生活衛生同業組合連合会」があります。 

○【根拠法】生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第 3条 

 

❏生活衛生関係営業 

○生活衛生関係営業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」で定められてい

る公衆衛生を基本とする業種で、18業種あります。 

○18業種は、＜サービス業＞◎理容店 ◎美容店 ◎興行場（映画館） ◎クリーニング店 ◎公衆浴

場（銭湯）◎旅館・ホテル ◎簡易宿泊業 ◎下宿営業、＜飲食業＞◎鮨店 ◎めん類店（そば･う

どん店） ◎中華料理店 ◎社交業（スナック・バーなど）、◎料理店（料亭など）◎喫茶店 ◎そ

の他の飲食店（食堂・レストランなど）、＜販売業＞◎食肉販売店 ◎食鳥肉販売店 ◎氷雪販売業

（氷屋） 

○その業種を統括する団体は「生活衛生同業組合」を持ち、生活衛生同業組合は「全国生活衛生同業組

合中央会」とそれを組織する 16の「生活衛生同業組合連合会」で構成されています。 

○長野県は 11 の業種のみです。（５業種はありません） 

○生衛業、生活衛生業ともいいます。 

○【根拠法】生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第 53条 

○全国飲食業生活衛生同業組合連合会（全飲連）は、各都道府県の会員数の総計 12万を超える飲食業

界としては最大の団体です。また、他の生活衛生同業組合連合会の中でも最大組織です。 

 

飲食組合ペディア 
 

分っているようで、よくわからない用語や名称、 

飲食業に関係する法律や組織など、 

書き出してみました。 

長野県飲食生同（平成 24 年 4月 10 日資料）    

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%81%AE%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%96%B6%E6%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E5%90%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%90%8C%E6%A5%AD%E7%B5%84%E5%90%88%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%81%AE%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E8%A1%9B%E7%94%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E6%A5%AD%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%90%8C%E6%A5%AD%E7%B5%84%E5%90%88%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A
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❏生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 

○（昭和 32年 6月 3日法律第 164号）は、生活衛生関係の営業に関する法律。 

○制定当初の名称は環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律（環衛法）。 

○2000年（平成 12年）に行われた一部改正（法律第 39号）により、法令名が変更された。環境衛生➔

生活衛生 

○目的 …公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、

衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用

者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業

における適度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業

に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法又は取引条

件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もつて公衆衛生の向上及び増進に資し、

並びに国民生活の安定に寄与することが目的である。 

○通称・略称は「生衛法」 法令番号 昭和 32年法律第 164号  

○関連法令（営業六法）／公衆浴場法、旅館業法、クリーニング業法、興行場法、理容師法、美容師法、

食品衛生法 

 

❏全国生活衛生営業指導センター 

○全国生活衛生営業指導センターは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づい

て設立された厚生労働省所管の財団法人。 

○【概要】は「生活衛生関係営業全般の情報・資料収集や提供」、「調査研究」、「都道府県生活衛生

営業センターの連絡調整・指導」、「生活衛生同業組合連合会の相互連絡・指導」、「クリーニング

師研修やクリーニング所業務従事者講習等の開催」 

 

❏長野県生活衛生営業指導センター 

○各都道府県に一つ設立された機関です。 

○財団法人組織（平成 24年度に公益財団法人に移行）、生活衛生関係営業の専門指導機関として、知事

の指定を受けています。 

○主な仕事は 

１．経営相談／「経営相談室」事業によって、経営･税務・融資・衛生など生衛業の経営全般にわた

る相談を行っています。 

２．融資相談／店舗の新築、増改築や設備の更新又は経営の近代化、合理化のために資金が必要な場

合に融資相談を行います。 

 ※日本政策金融公庫「国民生活事業」資金の融資申込手続きや書類作成などについて、指導してい

ます。 

３．標準営業約款【Ｓマーク】の登録／厚生労働大臣認可の標準営業約款制度は、現在、理容、美容、

クリーニング、めん類飲食、一般飲食の５業種。 

４．講習会･研修会の開催 

５．利用者または消費者の苦情等に関する相談処理／利用者または消費者の苦情やトラブルの相談。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%96%B6%E6%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E8%A1%9B%E7%94%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A6%E6%83%85%E5%87%A6%E7%90%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%81%AE%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%B8%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%B8%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%B8%AB
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❏「振興計画」と「振興事業貸付」 

○組合が生衛法に基づいて厚生労働省が定めた「振興指針」により「振興計画」を策定し、認定を受け

た組合が振興事業を推進することで、日本政策金融公庫から有利な条件（運転資金も可）で融資が受

けられます。 

○簡単にいうと、組合が振興計画を策定し振興事業を行うことによって、組合員は日本政策金融公庫の

低金利な融資が受けられます。 

 

 振興指針とは…。 

○ 振興指針の目的／生衛業の振興を計画的に推進して、公衆衛生の向上及び利用者の利益の増進に資

することを目的とする。 

○振興指針の性格 

(1) 業界全体の振興を図るための指針 

(2) 生活衛生同業組合が策定する振興計画の認定基準 

○厚生労働大臣が設定し、対象は生衛業 16種類 

 

 振興計画とは…。 

○振興計画の策定目的は、組合がその組合員たる営業者の営業の振興を計画的に推進するため策定する

ものであり、振興指針の内容を具体化するもの。 

○策定は生活衛生同業組合 

○振興計画の記載事項 

(1) 振興事業の目標 

(2) 振興事業の内容及び実施時期 

(3) 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法等 

○ 振興計画は厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 

 

 振興事業に対する国の特別配慮…。 

振興事業に基づいて整備する施設設備については、日本政策金融公庫（生活衛生資金貸付）の融資が、

有利な条件で適用される。また、振興事業を実施するのに必要な運転資金についても貸付の対象とされ

る。 

 

※さらに、長野県知事から嘱託されている「生活衛生営業特別相談員（特相）」（現在 8 名）が、組合

員の経営・融資相談に応じますが、この特別相談員から一定の期間経営指導を受ければ、無担保・無

保証の融資（但し、従業員 5 名以下の小企業が対象。「生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（衛

経）」）を受けられる特典もあります。 

 

※また、他にも金融の環境変化に対応して、逐次特別貸付の枠を設けるなど政策融資や、独立開業をめ

ざす方対象の「独立開業資金」の貸付もあります。 

 

 


